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１．総  則 
 

 目  的 
 

１．この給水装置工事設計施工要綱（以下「要綱」という。）は、水道法及び北広島市水道事

業給水条例等の規定に基づき、給水装置工事に係る技術上の基準及び事務処理手続を定め、

その適正な運営を図ることを目的とする。 

 

＜解 説＞ 

１．この要綱において「条例等」とは、以下による。 

（１）「法」 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）をいう。 

（２）「施行令」 

水道法施行令（昭和３２年政令第３３６号）をいう。 

（３）「施行規則」 

水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）をいう。 

（４）「基準省令」 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生省令第１４号）をいう。 

（５）「条例」 

北広島市水道事業給水条例（昭和３８年広島村条例第１９号）をいう。 

（６）「施行規程」 

北広島市水道事業給水条例施行規程（平成１０年北広島市水道部管理規程第１号）をいう。 

（７）「業者規程」 

北広島市指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北広島市水道部管理規程第２号）をい

う。 

（８）「管理者」 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規程に基づき、水道事業の管

理者の権限を行うものをいう。 
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 用語の定義 
 

１．「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及

びこれに直結する給水用具をいう。（法第３条９項） 

（１）配水管とは、配水池又は配水ポンプを起点として配水するために布設した管をいう。 

（２）給水管とは、需要者が給水の目的で、配水管（及び他の給水管）から分岐し布設する管

をいう。 

（３）給水用具とは、給水管と直結して、有圧のまま給水できる用具をいう。 

２．「水道メーター」とは、需要者が使用する水量を積算計量する計量器であって、その計量

水量は、料金算定及び有収率などの水量管理の基礎となるものをいう。 

 

＜解 説＞ 

１．給水装置に直結する給湯管は、給水装置として取り扱う。 

２．給水装置に使用する給水管及び給水用具を、給水装置工事材料（以下「給水装置材料」とい

う。）という。 

 

 適用範囲 
 

１．この要綱は、工事申込み者から依頼を請けて北広島市指定給水装置工事事業者（以下「指

定工事業者」という。）が行う給水装置工事について適用する。 

 

 指定給水装置工事事業者 
 

１．給水装置工事を行う者は、北広島市上下水道事業管理者（以下、「管理者」という。）の

指定を受けた指定工事業者でなければならない。 

２. 指定給水装置工事事業者は、５年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

 

＜解 説＞ 

１．指定工事業者制度は、水道需要者の給水装置の構造及び材質が、施行令に定める基準に適合

することを確保するため、水道事業者が、その区域において給水装置工事を適正に施行するこ

とができると認められる者を指定する制度である。 

２．給水装置工事の技術力を確保するうえでの核となるべき給水装置工事主任技術者（以下「主

任技術者」という。）については、国家試験により全国一律の資格を付与することとし、水道

事業者による指定工事業者の指定要件として、給水装置工事を行う事業所に主任技術者を置く

ことなどを法で全国一律に定めている。 
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３．指定要件は次のように定められている（法第２５条の３）。 

（１）事業所ごとに、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。 

（２）国土交通省令で定める機械器具を有する者であること。 

（３）次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省

令で定めるもの 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から２年を経過しない者 

エ 法第２５条の１１第１項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から２年を経

過しない者 

オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由

がある者 

カ 法人であって、その役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者がある者 

４．指定の更新要件は次のように定められている（法第２５条の３の２）。 

（１）５年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 

（２）指定の更新は、指定要件（法第２５条の２及び３）を準用する。 

 

５．水道事業者は、指定要件を満たす指定工事業者から申請があれば指定しなければならいこと

としている。一方、指定工事業者については、施行規則で定める事業運営の基準に従って事業

を行わなければならないこと、水道事業者の要求があれば給水装置の検査への主任技術者の立

会い、報告及び資料の提出をしなければならないことなど、水道事業者が法に基づいて行う監

督に服さなければならないこととなっている。 

６．指定工事業者の事業の基準 

（１）指定工事業者は、基準省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正

な給水装置工事の事業の運営に努める。 

ア 給水装置工事ごとに、主任技術者を担当責任者として指名すること。 

イ 配水管に給水管を取り付ける工事等について、適切に作業を行う事ができる技能を有す

る者を従事させ、又は実地に監督させること。 

ウ 前記の場合、管理者から承認を受けた工法、工期、その他の工事上の条件に適合するよ

うに給水装置工事を行うこと。 

エ 主任技術者及びその他従事者の研修の機会を確保するよう努めること。 

オ 次に掲げる行為を行わないこと。 

（ア）施行令第５条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。 

（イ）給水装置工事に適さない機械器具を使用すること。 

カ 給水装置工事ごとに主任技術者に記録を作成させ指定工事業者が３年間保存すること。 

キ ５年ごとの指定の更新を受けること。 
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（注）イの技能を有する者とは、次の者等である。 

①水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技能者、そ

の他類似の名称のものを含む） 

②職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士 

③職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程

の修了者 

④公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能に係る検定会の合格者（配管技能者

講習会修了者、配管技能検定合格者、配管技能者認定） 
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 給水装置工事主任技術者 

給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」という。）は、、給水装置工事事業の本拠で

ある事業所ごとに選任され、個別の工事ごとに指定工事業者から指名されて、調査、計画、施

工、検査の一連の給水装置工事業務における技術上の管理等、次の職務を誠実に行うとともに、

配管工などの給水装置工事に従事する従業員等の関係者間のチームワークと相互信頼関係の要

となるべき者である。 

１．給水装置工事に関する技術上の管理 

２．給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

３．給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法第１６条の規定に基づく政令で定める

基準に適合していることの確認 

４．給水装置工事に係る次の事項についての、水道事業者との連絡又は調整 

（１）配水管から分岐して給水管を設ける場合における配水管布設位置の確認に関する連絡

調整 

（２）（１）の工事、及び配水管への取付け口から水道メーター（以下「メーター」とい

う。）までの工事を施工しようとする場合の工法、工期その他の工事上の条件に関する

連絡調整 

（３）給水装置工事を完成したときの連絡 

 

＜解 説＞ 

１．主任技術者の役割 

（１）主任技術者は、給水装置工事事業の本拠である事業所ごとに選任され、個別の給水装置工

事ごとに指定工事事業者から指名されて、調査、計画、施工、検査の一連の給水装置工事業

務における技術上の管理を行うとともに、給水装置工事に従事する職員の指導監督などの業

務を行う者である。 

（２）主任技術者は、技術力の要としての役割を十分に果たし、給水装置工事の適正を確保する

ため、常に、水道が市民の健康・安全の確保に欠くことができないものであるという基本認

識を忘れずに業務に携わることが必要であり、また、給水装置の構造及び材質の基準や給水

装置工事技術などについての専門的な知識と経験を有していることが必要である。 

（３）主任技術者の知識及び技能は、給水装置工事の現場の事前調査、施工計画の策定、施工段

階の工程管理、品質管理、工事の竣工検査などの各段階において必要とされるのはもとよ

り、条例に基づき本市が定めている工事内容審査などの手続を確実に実施するために必要な

ものなど多岐にわたる。また、新技術、新材料に関する知識、関係法令や条例等の制定、改

廃についての知識を不断に修得するための努力を行うことも重要である。 

（４）主任技術者は配管工など、給水装置工事に従事する従業員等の関係者間のチームワークと

相互信頼関係の要となるべきものである。 

２．給水装置工事に従事する者の責務 

（１）給水装置工事の現場において、工事の作業又は監督する者をはじめとして、給水装置工事
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に従事する者は、法第２５条の４第４項により、「主任技術者がその職務として行う指導に

従わなければならない。」こととされている。 

（２）主任技術者が職責を十分に発揮できるようにするためには、主任技術者が職務上行う従業

員に対する指導に実行性を持たせることが不可欠である。 

（３）所属する指定工事業者の技術者や技能者の技術力向上のために、主任技術者が給水装置工

事に関する知識や経験を伝達する社内研修などの場を設けるなど努力が求められる。 

 

 管理  
 

１．給水装置の管理責任は、所有者又は使用者にあり、善良な管理義務を負う。 

 

＜解 説＞ 

１．水道事業者が管理するのは法第３条８項に基づく水道施設であり、給水装置は所有者等が管

理する。 

 

 工事費の負担 
 

１．給水装置工事の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると

認めたものについては、水道事業においてその費用を負担することができる。 

   （条例第６条） 

 

＜解 説＞ 

「水道事業の費用をもって行う工事」とは、以下に示す工事であり、その判断はその都度管理

者が行う。 

１．水道メーターの取替え 

事故メーターの取替え（ただし、私設メーター及び原因者がある場合は除く。） 

２．公道部分の既設給水管の自然漏水及び凍結修繕 

３．その他 

  予定栓として設置した分水栓が閉塞した場合の解消に要する費用 
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 給水装置工事の種類 
 

１．給水装置工事の種類は、新設・改造・撤去・臨時・その他・修繕の６種類とする。 

（１）新設工事とは、新規に給水装置を設置する工事をいう。 

（２）改造工事とは、給水装置の原形を変える工事をいう。 

（３）撤去工事とは、不要になった給水装置を全部取りはずす工事をいう。 

（４）臨時給水工事とは、臨時に給水装置を設置する工事をいう。 

（５）その他工事とは、配水管から分岐し、給水管と止水栓を設置する工事で、メーターの

設置を伴わない工事をいう。 

（６）修繕工事とは、給水装置が破損した場合、これを原形に修復する工事をいう。ただ

し、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更は除く。 

 

＜解 説＞ 

１．新設工事の適用 

（１）「新設工事」 

上水道施設のない建物等に、新たに給水装置を設置する工事で、メーターの設置を伴う工事 

２．改造工事の適用  

改造工事とは、（１）、（２）、（３）をいう。 

（１）「全改造工事」 

ア 建物の全部建替、一部建替及び一部増改築に伴い、給水装置の全部又はこれに類する設

置替工事（水道メーターの増設を含む） 

イ 建物の建替等を伴わないが、給水装置の全部又はこれに類する設置替工事（屋内外の設

置替工事） 

なお、上記の「これに類する設置替工事」とは、工事後における家屋内給水装置の全体延長

に対する家屋内設置替延長（増設分を含む）の割合が８割を超えるものをいう。 

（２）「改造工事」 

給水管及び給水用具の口径変更、増設、部分撤去又は位置を変更する工事（屋内又は屋外

の設置替工事）  

（３）「簡易な改造工事」 

ア 水洗化に伴う工事で、既設の給水装置のその部分を設置替又は増設する工事 

イ 屋内配管（埋設を含まないもの）で口径２０ミリメートル以下のもので、取付栓１個の

工事 

ウ 散水栓を設置する工事で水抜栓１箇所の工事 

３．臨時給水工事の適用 

臨時給水工事とは、（１)、（２) をいう。また、臨時給水工事に使用する水道メーター

は、指定工事業者が所有するものとし飲用に使用する場合には、鉛に係る水質基準（平成１５

年４月）が０．０１㎎／ℓ以下となる水道メーターを使用すること。 
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（１）「臨時給水工事」 

工事現場、仮設事務所、仮設店舗0、催事及びこれらに類する工事等で、臨時的に給水装

置を設置する工事 

臨時給水の使用期間は１年以内を原則とする。ただし、大規模工事等で工期が複数年にま

たがる場合は、 大限２年以内とすることができる。 

料金の精算は、申請毎に協議するものとする。 

（２）「簡易な臨時給水工事」 

予定栓があり、口径１３ミリメートルの散水栓１栓を設置する工事であり、給水装置工事

申請を伴うこと。使用期間は給水装置工事承認後、工事着手から竣工までとし、かつ、１年

以内とする。 

料金の精算は地下メーターを使用し、工事竣工後に精算するものとする。 

※ 工事種別について、不明な点がある場合は、給水担当へ確認すること。 

 

４．修繕工事の適用 

給水装置の原形を変えない範囲での給水用具の設置、変更等の下記の工事も修繕工事として

取り扱う。なお、この場合の工事の範囲は２メートル以内とし、かつ、同じ給水装置に対して

適用区分が重複しないものとし、重複する場合は改造工事として取り扱う。 
 

適 用 区 分 細          目 

取  替 

① 給水管の取替え 
同一位置で管種の変更（口径２５

㎜以下で宅地内） 

② 給水用具の取替え ２ｍ以内とする。 

③ 簡易水洗便器をロータンクに取替え 
同一世帯で２個までとし、手洗い

給水栓の撤去を含む。 

④ 水、湯の給水栓を混合水栓に取替え 同一位置に１個取付け。 

位置変更 ① 水抜栓、メーター等の位置変更 ２ｍ以内とする。 

口径変更 ① 水抜栓の口径変更  

そ の 他 ①  管理者が認めるもの  

 

修繕工事を行った場合は、必ず管理者に届出を行うこと。届出は、水道部窓口に置いてある複

写式の給水装置修理報告書（様式６）に氏名、修理箇所等を記載のうえ速やかに行うこと。なお、

給水用具の取替えを行った場合は、給水装置の構造及び材質の基準に適合していることの確認が

必要である。国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修並び

にこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部分の取替え（配管を伴わないもの

に限る。）とする。  
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 給水装置工事の順序 
 

１．指定工事業者は、工事申込み者と工事契約を締結した後、管理者に対して必要な手続を行

うこと。 

 

＜解 説＞ 

１．必要な手続に関しては、給水装置工事事務フローを参照のこと。 
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給水装置工事事務フロー 

申 請 者 指 定 工 事 業 者  水 道 部 

   

 

 

 

工事依頼 工事受付 

工事契約 調査・設

計 
給水装置工事承認申請

書類申込み 

加入金・手数料の納入 

・道路占用許可申請書類 

・分岐・分水閉止届 

※分岐・分水閉止を行う場合、立会が必要となるため、

１週間前までに分岐・分水閉止届を提出すること。 

・その他必要書類の提出 

審  査 

給水装置工事承認検査通

知書（受付・審査済印） 
給水装置工事承認検査通

知書（受付・審査済印） 

工事着手 

設計変更 

工事完成 

開栓依頼 開栓受付（料金担当） 

（開栓日時・支払方法等） 

指定工事業者経由 

メーター払出申請書提出 

（竣工検査関係書類提
メーター払出 

指定工事業者が行う竣工検査 

・給水装置工事承認申請書 

・給水装置工事承認検査通知書 

・設計図面 

・水理計算書等 

竣工検査（現場・書類） 

不良箇

所発見 

竣工検査合格 

手直し施工 

メーター取付 

給水装置工事承認検査通

知書（検査済印） 

給水装置工事承認検査通

知書（検査済印） 

引渡し 

給水装置工事承認検査通

知書（検査済印） 

申請関係書類 ３年間保存 申請関係書類保管 


